
議
会
機
能
の
充
実
に
向
け
て

柳　

居　

俊　

学

は　

じ　

め　

に

全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
会
長
の
山
口
県
議
会
議
長　

柳
居
俊
学
で
す
。
以
下
、
本
会
を
代
表
し
て
議
会
機
能
の
充
実
に
向
け

て
の
本
会
の
活
動
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

地
方
自
治
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
七
〇
年
と
い
う
期
間
は
、
同
時
に
戦
後
新
た
に
誕
生
し
た
地
方
議
会
制
度
の
進
展
の
歴
史
で
も

あ
る
。

地
方
議
会
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
住
民
福
祉
の
向
上
を
目
指
し
て
、
多
様
な
意
見
を
調
整
し
な
が
ら
当
該
団
体
の
最
終
意
思
を
決

定
す
る
住
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
住
民
の
意
思
を
的
確
に
把
握
し
、
現
在
生
じ
て
い
る
問
題
に
迅
速
に
対
応
し
、

そ
の
成
果
を
住
民
に
十
分
に
伝
え
、
さ
ら
に
そ
の
成
果
を
将
来
に
向
か
っ
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

議会機能の充実に向けて
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地
方
分
権
が
進
む
中
、
そ
の
よ
う
な
議
会
の
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
お
り
、
責
任
も
重
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

議
会
に
与
え
ら
れ
た
三
つ
の
機
能
、
住
民
代
表
機
能
、
監
視
機
能
、
政
策
立
案
機
能
の
充
実
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

私
ど
も
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
（
以
下
「
本
会
」
と
い
う
。）
は
、
住
民
の
た
め
の
議
会
を
目
指
し
て
、
議
会
機
能
を
い
か

に
充
実
さ
せ
る
か
を
検
討
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
き
た
。
こ
こ
に
、
都
道
府
県
議
会
の
現
状
と
と
も

に
、
本
会
の
活
動
の
一
端
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

一　

都
道
府
県
議
会
の
現
状

ま
ず
、
地
方
自
治
法
施
行
後
七
〇
年
を
経
た
現
在
の
都
道
府
県
議
会
の
現
状
を
紹
介
す
る
。

㈠　

議
員
定
数

議
員
定
数
は
、
平
成
二
九
年
七
月
一
日
現
在
の
本
会
調
べ
で
は
、
定
数
が
二
、
六
八
七
人
、
現
議
員
数
二
、
六
三
九
人
で
、
う
ち

男
性
が
二
、
三
八
〇
人
、
女
性
が
二
五
九
人
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
地
方
自
治
法
施
行
に
先
立
ち
新
た
な
地
方
公
共
団
体
の

体
制
整
備
の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
昭
和
二
二
年
四
月
の
地
方
選
挙
時
に
お
い
て
は
、
沖
縄
県
を
除
き
議
員
定
数
は
、
二
、
四
九
五
人

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
沖
縄
県
復
帰
後
の
昭
和
五
〇
年
四
月
の
統
一
地
方
選
挙
時
に
お
け
る
議
員
定
数
は
、
二
、
八
六
三
人
と
な
っ

た
。
昭
和
五
〇
年
時
点
に
お
け
る
総
人
口
は
一
億
一
、
一
九
四
万
人
、
そ
れ
に
対
し
て
直
近
の
平
成
二
七
年
統
一
地
方
選
挙
時
の
総

人
口
は
一
億
二
、
七
〇
九
万
人
で
あ
り
、
人
口
が
一
四
%
増
加
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
議
員
定
数
は
、
二
、
八
六
三
人
か
ら
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二
、
六
八
七
人
へ
と
六
%
減
少
し
て
い
る
。

平
成
二
三
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
議
員
定
数
の
法
定
上
限
が
撤
廃
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
法
に
よ
る
規
制

を
緩
和
し
、
議
会
の
自
主
性
を
高
め
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
方
、
議
員
数
の
基
準
数
値
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
特
に
市
町
村
に
お
い
て
は
限
り
な
い
削
減
要
請
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
将
来
的
に
人
口
減
少
が
予
測
さ
れ
る

中
、
議
員
定
数
の
適
正
基
準
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
各
議
会
に
お
け
る
活
発
な
議
論
が
期
待
さ
れ
る
。

な
お
、
女
性
議
員
は
、
昭
和
五
〇
年
の
統
一
地
方
選
挙
時
に
お
い
て
は
三
四
人
だ
っ
た
が
、
現
在
は
二
五
九
人
と
な
っ
て
い
る
。

㈡　

議
員
の
任
期

都
道
府
県
議
会
議
員
の
任
期
は
、
市
町
村
議
会
議
員
と
同
じ
四
年
と
さ
れ
て
い
る
（
地
方
自
治
法
第
九
三
条
第
一
項
）。
た
だ
し
、

任
期
開
始
日
に
つ
い
て
は
、
四
七
都
道
府
県
全
て
が
同
じ
で
は
な
く
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
、
東
京
都
、
茨
城
県
、
兵
庫
県

及
び
沖
縄
県
を
除
く
四
一
道
府
県
が
統
一
地
方
選
挙
対
象
団
体
で
、
現
在
の
任
期
は
平
成
二
七
年
四
月
三
〇
日
か
ら
平
成
三
一
年
四

月
二
九
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。

兵
庫
県
議
会
の
議
員
選
挙
は
統
一
地
方
選
挙
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
任
期
は
、
平
成
二
七
年
六
月
一
一
日
か
ら
平

成
三
一
年
六
月
一
〇
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
平
成
七
年
一
月
一
七
日
に
発
生
し
た
阪
神
淡
路
大
震
災
に
よ
り
選
挙
期
日

が
延
期
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
選
挙
は
統
一
地
方
選
と
一
緒
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
任
期
は
変
わ
ら
ず

六
月
一
一
日
か
ら
と
な
っ
て
お
り
、
選
挙
期
日
と
任
期
開
始
日
と
の
二
ヶ
月
間
の
「
ず
れ
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
た
め
、
兵
庫
県
議
会
は
、
神
戸
市
会
、
西
宮
市
議
会
、
芦
屋
市
議
会
と
と
も
に
、
震
災
か
ら
二
〇
年
以
上
が
経
過
し
、
復
旧
・

議会機能の充実に向けて
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復
興
に
も
一
定
の
目
処
が
つ
い
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
法
律
の
制
定
を
要
請
し
た
。
そ
の
結
果
、
第
一
九

三
回
通
常
国
会
に
お
い
て
、
任
期
の
特
例
法
が
成
立
、
こ
れ
を
受
け
て
、
兵
庫
県
議
会
で
は
、
次
期
統
一
地
方
選
挙
で
選
ば
れ
る
議

員
の
任
期
を
短
縮
し
平
成
三
五
年
四
月
二
九
日
ま
で
と
す
る
議
決
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
兵
庫
県
議
会
に
お
い
て
も
、
平
成
三

五
年
か
ら
は
四
月
三
〇
日
任
期
開
始
と
な
る
。

議
員
の
任
期
を
短
縮
す
る
と
い
う
決
断
に
至
る
ま
で
に
は
相
当
な
ご
苦
労
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
住
民
の
意

向
を
尊
重
し
た
結
果
で
あ
り
、
英
断
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

東
日
本
大
震
災
も
統
一
地
方
選
挙
の
年
、
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
が
、
そ
の
影
響
に
よ
り
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福

島
県
の
各
議
会
議
員
の
選
挙
も
大
幅
に
延
期
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
現
在
の
議
員
の
任
期
開
始
日
が
、
岩
手

県
議
会
で
は
平
成
二
七
年
九
月
一
一
日
か
ら
、
宮
城
県
議
会
で
は
同
年
一
一
月
一
三
日
か
ら
、
福
島
県
議
会
で
は
同
年
一
一
月
二
〇

日
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。
震
災
の
影
響
は
い
ま
だ
続
い
て
お
り
、
特
に
福
島
県
の
一
部
市
町
村
に
お
い
て
は
原
子
力
発
電
所
事
故
に

伴
う
避
難
指
示
に
よ
り
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
双
葉
郡
で
は
、
平
成
二
七
年
国
勢
調
査
人
口
が
平
成
二
二
年
の
そ
れ
に
比

べ
九
割
減
と
な
り
、
議
員
定
数
を
維
持
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
被
災
地
域
に
お
い
て
も
地
域
代
表
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
特
例
措
置
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
震
災
か
ら
七
年
を
経
過
し
た
今
も
そ
の
爪
あ
と
は
深
く
残
っ
て

お
り
、
一
日
も
早
い
復
興
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
東
京
都
議
会
は
現
在
の
議
員
の
任
期
開
始
日
が
平
成
二
九
年
七
月
二
三
日
、
茨
城
県
議
会
は
平
成
二
七
年
一
月
八
日

と
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
過
去
に
お
け
る
解
散
特
例
法
に
よ
る
解
散
の
結
果
で
あ
る
。

ま
た
、
沖
縄
県
議
会
は
、
平
成
二
八
年
六
月
二
五
日
が
現
在
の
議
員
の
任
期
開
始
日
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
四
七
年
六
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月
二
五
日
に
復
帰
後
初
め
て
の
選
挙
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

議
会
の
会
期

都
道
府
県
議
会
の
会
期
は
、
市
町
村
議
会
と
同
じ
く
定
例
会
と
臨
時
会
を
基
本
と
し
、
回
数
は
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
（
地
方
自
治
法
第
一
〇
二
条
第
一
項
第
二
項
）。
平
成
一
六
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
回
数
を
法
定
化
し
な
い
現
在
の
制
度

と
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
、「
毎
年
、
四
回
以
内
に
お
い
て
条
例
で
定
め
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
定
例
会
は
四
回

開
催
さ
れ
て
い
た
。
一
六
年
改
正
は
規
制
緩
和
の
観
点
か
ら
回
数
制
限
を
撤
廃
し
た
も
の
だ
が
、
都
道
府
県
に
お
い
て
回
数
を
増
や

す
と
い
う
例
は
こ
れ
ま
で
な
く
、
逆
に
回
数
を
減
ら
し
て
会
期
を
長
期
化
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
府
県
が
出
現
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、定
例
会
を
一
回
制
と
し
て
い
る
の
が
、三
重
県
議
会
と
滋
賀
県
議
会
で
あ
り
、会
期
日
数
は
三
〇
〇
日
以
上
と
な
っ

て
い
る
。
二
回
制
と
し
て
い
る
の
が
秋
田
県
議
会
で
、
第
一
回
を
二
月
か
ら
六
月
、
第
二
回
を
九
月
か
ら
一
二
月
に
開
催
し
て
い
る
。

三
回
制
と
し
て
い
る
の
が
、
群
馬
県
議
会
、
神
奈
川
県
議
会
、
大
阪
府
議
会
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
第
一
回
、
第
二
回
と
比
べ
て
第
三

回
を
長
期
化
し
て
お
り
、
九
月
か
ら
一
二
月
の
三
ヶ
月
間
開
催
し
て
い
る
。

四
回
制
を
採
用
し
て
い
る
四
〇
都
道
府
県
の
実
態
を
見
る
と
、
平
成
二
八
年
中
の
実
績
で
は
、
定
例
会
が
年
間
平
均
九
一
・
八
三

日
、
臨
時
会
が
〇
・
八
三
日
で
あ
り
、
単
純
に
合
算
す
る
と
九
二
・
六
六
日
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
本
会
が
有
し
て
い
る
最
も
古
い

調
査
は
昭
和
四
二
年
の
開
催
状
況
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
定
例
会
は
平
均
五
七
・
六
五
日
、
臨
時
会
は
平
均
四
・
一
日
で
、

単
純
合
計
す
る
と
六
一
・
七
五
日
で
あ
り
、
当
時
に
比
べ
三
〇
日
以
上
増
加
し
て
い
る
。

な
お
、
会
期
中
の
議
員
の
活
動
を
「
議
会
活
動
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
議
員
は
閉
会
中
に
お
い
て
も
住
民
の
声
に
耳
を
傾
け
る
な

議会機能の充実に向けて
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ど
の
「
議
員
活
動
」
を
行
っ
て
お
り
、「
議
員
活
動
」
が
「
議
会
活
動
」
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
。
議
員
は
、
い
わ
ば
二

四
時
間
三
六
五
日
議
員
と
し
て
活
動
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
活
動
実
態
が
住
民
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
議
員
定
数
や
議

員
報
酬
に
対
し
て
批
判
が
な
さ
れ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
議
員
の
普
段
に
お
け
る
活
動
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

も
我
々
の
重
要
な
使
命
で
あ
る
。

以
上
の
定
例
会
・
臨
時
会
制
度
と
異
な
る
通
年
会
期
の
制
度
を
採
用
し
て
い
る
の
が
栃
木
県
議
会
で
あ
る
。
通
年
会
期
は
平
成
二

四
年
の
地
方
自
治
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
地
方
自
治
法
第
一
〇
二
条
の
二
）、
三
六
五
日
途
切
れ
な
く
会
期
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

通
年
会
期
制
度
を
採
用
す
る
と
、
議
員
の
任
期
中
は
、
最
初
の
議
会
は
知
事
の
招
集
が
必
要
だ
が
、
二
回
目
以
降
は
招
集
行
為
を

行
う
必
要
は
な
く
、
自
動
的
に
次
の
会
期
が
始
ま
る
。
本
会
は
、
現
在
知
事
が
有
す
る
議
会
の
招
集
権
を
議
長
に
移
管
す
べ
し
と
の

要
請
を
行
っ
て
い
る
が
、
通
年
会
期
を
導
入
す
る
と
実
質
的
に
議
長
が
招
集
権
者
と
な
る
こ
と
に
な
る
。

㈣　

議
員
の
専
業
化
率

平
成
二
九
年
七
月
一
日
現
在
の
本
会
調
査
で
は
、
議
会
事
務
局
が
議
員
の
職
業
を
把
握
し
て
い
る
三
七
道
府
県
に
つ
い
て
、
議
員

数
一
、
九
一
〇
人
の
う
ち
、
議
員
専
業
が
一
、〇
〇
九
人
で
五
二
・
八
%
を
占
め
て
い
る
。

本
会
が
有
し
て
い
る
最
も
古
い
調
査
は
昭
和
四
三
年
七
月
一
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
議
員
総
数
二
、
六
九
五

人
中
、
議
員
専
業
は
七
八
人
で
二
・
九
%
だ
っ
た
。
当
時
と
比
べ
る
と
、
い
か
に
専
業
化
が
進
ん
で
い
る
か
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
地
方
分
権
の
進
展
等
に
伴
い
、
地
方
議
会
議
員
の
活
動
が
幅
広
い
分
野
に
及
ぶ
と
と
も
に
、
よ
り
専
門
的
な
知
識
が
求
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め
ら
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
議
員
の
活
動
を
保
障
・
助
長
し
、
議
員
が
住
民
代
表
と
し
て
十
分
に
活
動
で
き
る
よ
う
な
処
遇
を
確
保
す
る
こ
と

が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
処
遇
の
改
善
が
議
員
の
な
り
手
不
足
の
解
消
策
の
ひ
と
つ
に
な
る
と
考
え
る
。

二　

議
会
機
能
の
充
実
に
向
け
た
活
動

㈠　

戦
後
に
お
け
る
地
方
議
会
を
め
ぐ
る
状
況
の
概
観

地
方
自
治
法
施
行
七
〇
年
の
歴
史
の
な
か
で
、
地
方
議
会
を
め
ぐ
る
状
況
は
大
き
く
三
期
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
第
一
期
は

地
方
議
会
の
機
能
強
化
を
目
指
し
た
黎
明
期
、
第
二
期
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
後
の
改
革
期
、
第
三
期
は
、
現
在
を
含
め

て
、
平
成
一
一
年
の
地
方
分
権
一
括
法
に
象
徴
さ
れ
る
地
方
分
権
の
推
進
期
で
あ
る
。

戦
後
誕
生
し
た
新
た
な
地
方
議
会
制
度
の
特
色
は
、
従
前
中
央
政
府
か
ら
任
命
さ
れ
た
知
事
に
議
会
よ
り
優
越
し
た
地
位
を
認
め

て
き
た
執
行
権
中
心
主
義
を
改
め
、
執
行
機
関
で
あ
る
知
事
も
議
会
と
同
じ
く
住
民
の
直
接
公
選
に
よ
り
選
ば
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
二

元
代
表
制
を
採
用
し
た
こ
と
に
あ
る
（
憲
法
第
九
三
条
）。
議
会
は
議
事
機
関
と
し
て
必
置
と
さ
れ
た
。

憲
法
と
同
じ
昭
和
二
二
年
五
月
三
日
に
施
行
さ
れ
た
地
方
自
治
法
は
、
第
二
編
第
六
章
に
議
会
に
関
す
る
諸
規
定
を
置
い
た
。
地

方
自
治
法
は
、
戦
前
に
お
い
て
府
県
制
、
市
制
、
町
村
制
と
別
々
に
規
定
さ
れ
て
い
た
地
方
制
度
を
単
一
法
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
・
自
律
性
の
強
化
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

議
会
に
つ
い
て
も
権
限
強
化
が
図
ら
れ
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
国
の
行
政
事
務
等
に
つ
き
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

議会機能の充実に向けて
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と
し
、
議
会
の
招
集
請
求
及
び
議
案
の
発
案
の
要
件
を
緩
和
し
、
定
例
会
は
毎
年
六
回
以
上
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
し
、
か
つ
副
意
思

決
定
機
関
で
あ
っ
た
参
事
会
を
廃
止
し
、
新
た
に
常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
執
行
機
関
を

通
じ
て
の
み
住
民
と
接
触
し
う
る
と
い
う
従
前
の
制
度
を
改
め
、
百
条
調
査
権
を
は
じ
め
議
会
が
直
接
住
民
と
接
触
す
る
権
能
を
認

め
、
請
願
も
制
度
化
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
数
次
の
改
正
が
な
さ
れ
、
議
決
事
件
の
拡
大
や
、
議
会
図
書
室
が
必
置
と
さ
れ
る
な
ど
、

議
会
機
能
の
充
実
が
図
ら
れ
て
き
た
。
議
会
機
能
の
充
実
は
地
方
自
治
発
展
に
不
可
欠
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

地
方
自
治
法
の
施
行
に
あ
た
り
、
昭
和
二
二
年
五
月
三
日
に
当
時
の
内
務
次
官
か
ら
発
せ
ら
れ
た
通
知
は
、
議
会
人
に
と
っ
て
今

も
噛
み
締
め
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
の
で
、
紹
介
す
る
。

「
議
会
が
そ
の
職
責
を
完
全
に
達
成
す
る
か
否
か
は
議
員
の
自
省
と
選
挙
人
の
自
覚
と
旺
盛
な
る
批
判
に
ま
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
地
方
議
会
の
重
要
性
に
つ
き
一
般
の
理
解
を
更
に
深
め
る
に
努
め
る
こ
と
。」

《
地
方
自
治
法
の
施
行
に
関
す
る
件
》〈
抄
〉（
昭
和
二
二
年
五
月
三
日
、
各
都
道
府
県
知
事
宛
、
内
務
次
官
通
知
）

以
上
の
よ
う
な
状
況
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
り
わ
が
国
が
独
立
を
果
た
す
と
一
変
す
る
。

地
方
財
政
の
悪
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
独
立
後
の
行
政
機
構
の
整
理
・
簡
素
化
と
行
政
運
営
の
合
理
化
に
舵
が
き
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
政
府
の
基
本
的
考
え
方
は
、
中
央
と
地
方
の
行
政
事
務
を
中
央
集
権
的
に
再
配
分
し
、
地
方
公
共
団
体
の
規
模
の
合
理
化

と
議
員
定
数
の
削
減
を
始
め
と
す
る
地
方
議
会
の
合
理
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

象
徴
的
な
の
が
、
昭
和
二
七
年
の
地
方
自
治
法
改
正
原
案
で
あ
り
、
①
議
員
は
名
誉
職
と
す
る
、
②
議
員
定
数
を
大
幅
に
減
少
さ
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せ
る
、
③
委
員
会
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
議
会
側
の
強
力
な
反
対
で
実
現
せ
ず
、

結
果
的
に
、
①
議
員
定
数
は
現
行
ど
お
り
と
す
る
が
、
議
員
定
数
は
、
条
例
で
と
く
に
減
少
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
、
②　

議
会
の
定
例
会
開
催
回
数
（
毎
年
六
回
以
上
）
を
毎
年
四
回
に
改
め
る
こ
と
等
で
妥
協
・
成
立
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
議
員
定
数
に

係
る
減
数
条
例
へ
の
途
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
昭
和
三
一
年
改
正
で
は
、
①
定
例
会
を
年
四
回
以
内
で
条
例
で
定
め
る
、
②
常
任
委
員
会
の
設
置
数
に
上
限
を
設
け
る
、

③
議
案
提
出
の
要
件
を
定
め
る
、
な
ど
の
制
約
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
時
期
が
第
二
期
で
あ
る
が
、
占
領
政
策
の
見
直
し
に
伴
う
行
政
事
務
の
合
理
化
の
波
が
議
会
に
も
及
び
、
議
会
に
と
っ
て
は

冬
の
時
代
で
あ
っ
た
。

第
二
期
以
降
現
在
ま
で
は
第
三
期
と
し
て
機
関
委
任
事
務
の
廃
止
や
必
置
規
制
の
縮
減
・
緩
和
を
始
め
と
す
る
地
方
分
権
の
流
れ

の
中
で
、
議
会
機
能
充
実
を
図
る
た
め
の
制
度
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
冬
の
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。

㈡　

本
会
に
お
け
る
議
会
機
能
充
実
に
向
け
て
の
検
討

第
三
期
の
地
方
分
権
の
推
進
期
に
お
い
て
、
本
会
は
、
時
宜
に
応
じ
て
議
会
の
機
能
強
化
に
向
け
て
学
識
経
験
者
か
ら
成
る
研
究

会
を
設
け
検
討
を
お
願
い
し
て
き
た
。
西
沢
哲
四
郎　

元
衆
議
院
法
制
局
長
を
座
長
と
す
る
第
一
次
研
究
会
を
昭
和
四
六
年
か
ら
四

八
年
ま
で
、
辻
啓
明　

元
参
議
院
議
事
部
長
を
座
長
と
す
る
第
二
次
研
究
会
を
平
成
八
年
か
ら
一
〇
年
ま
で
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
貴

重
な
意
見
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

議会機能の充実に向けて
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そ
の
後
、
平
成
一
六
年
三
月
一
日
に
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
第
二
八
次
地
方
制
度
調
査
会
が
設
置
さ
れ
、
地
方
議
会

の
あ
り
方
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
審
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
会
は
地
方
制
度
調
査
会
の
審
議
に
対
応
し
、
建
設
的
な
意
見
を
提
出
す

る
た
め
、
七
名
の
学
識
経
験
者
か
ら
成
る
「
都
道
府
県
議
会
制
度
研
究
会
」（
座
長
：
大
森
彌　

東
京
大
学
名
誉
教
授
）
を
設
置
し
、

今
後
の
都
道
府
県
議
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
た
。

同
研
究
会
は
三
度
に
わ
た
り
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
。　

・「
今
こ
そ
地
方
議
会
の
改
革
を
」（
平
成
一
七
年
三
月
一
八
日
）　

・「
改
革
・
地
方
議
会
」（
平
成
一
八
年
三
月
二
九
日
）

・「
自
治
体
議
会
議
員
の
新
た
な
位
置
付
け
」（
平
成
一
九
年
四
月
一
九
日
）

中
間
報
告
と
位
置
付
け
て
い
る
「
今
こ
そ
地
方
議
会
の
改
革
を
」
で
は
、
地
方
議
会
の
活
性
化
策
に
つ
い
て
①
議
会
の
自
主
性
・

自
立
性
確
保
と
権
限
強
化
、
②
議
会
と
首
長
と
の
関
係
、
③
議
員
の
位
置
付
け

－

の
観
点
か
ら
具
体
的
に
一
七
の
制
度
改
正
事
項
を

提
言
し
た
。

一
七
項
目
の
提
言
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○　

議
会
の
自
主
性
・
自
立
性
確
保
と
権
限
強
化

改
革
①　

議
長
に
議
会
招
集
権
を
付
与
せ
よ

改
革
②　

閉
会
中
の
委
員
会
活
動
に
か
か
る
制
約
を
撤
廃
せ
よ

640



改
革
③　

議
会
の
内
部
機
関
設
置
を
自
由
化
せ
よ

改
革
④　

議
決
権
を
拡
大
せ
よ

改
革
⑤　

調
査
権
・
監
視
権
を
強
化
せ
よ

改
革
⑥　

議
会
に
附
属
機
関
の
設
置
を
可
能
に
せ
よ

改
革
⑦　

議
会
事
務
局
の
機
能
を
明
確
化
せ
よ

改
革
⑧　

議
長
に
議
会
費
予
算
執
行
権
を
付
与
せ
よ

改
革
⑨　

議
長
に
議
会
棟
管
理
権
を
付
与
せ
よ

改
革
⑩　

議
会
の
議
決
に
よ
る
執
行
機
関
へ
の
資
料
請
求
権
を
保
障
せ
よ

改
革
⑪　

委
員
会
に
も
議
案
提
出
権
を
付
与
せ
よ

改
革
⑫　

常
任
委
員
会
へ
の
議
員
の
所
属
制
限
を
撤
廃
せ
よ

改
革
⑬　

議
長
に
よ
る
委
員
会
委
員
の
選
任
の
特
例
を
認
め
よ

○　

議
会
と
首
長
と
の
関
係

改
革
⑭　

専
決
処
分
の
要
件
を
見
直
す
と
と
も
に
不
承
認
の
場
合
の
首
長
の
対
応
措
置
を
義
務
付
け
せ
よ

改
革
⑮　

予
算
修
正
権
の
制
約
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
予
算
の
議
決
科
目
を
拡
大
せ
よ

改
革
⑯　

決
算
不
認
定
の
場
合
、
首
長
の
対
応
措
置
を
義
務
付
け
せ
よ

○　

議
員
の
位
置
付
け

改
革
⑰　

地
方
自
治
法
第
二
〇
三
条
か
ら
「
議
会
の
議
員
」
を
削
除
し
、
新
た
に
「
公
選
職
」
に
か
か
る
条
項
を
設
け
る
と
と

議会機能の充実に向けて
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も
に
、
議
会
の
議
員
に
対
す
る
「
報
酬
」
を
「
歳
費
」
に
改
め
よ

本
会
は
、
こ
の
提
言
に
基
づ
き
、
平
成
一
七
年
四
月
一
五
日
開
催
の
第
二
八
次
地
方
制
度
調
査
会
第
一
九
回
専
門
小
委
員
会
に
お

い
て
、
会
長
職
務
代
理
で
あ
っ
た
故　

島
田
明　

山
口
県
議
会
議
長
が
地
方
議
会
の
役
割
と
改
革
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、
要
請
を

行
っ
た
。

さ
ら
に
、
平
成
一
七
年
五
月
二
五
日
開
催
の
臨
時
総
会
に
お
い
て
、
一
七
項
目
を
柱
と
す
る
「
都
道
府
県
議
会
制
度
の
充
実
強
化

に
関
す
る
要
望
」
を
決
定
し
、
関
係
要
路
に
対
し
要
請
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
現
在
ま
で
に
、
実
に
そ
の
う
ち
の
一
三
項
目
を
地
方
自
治
法
及
び
同
法
施
行
令
の
改
正
に
よ
り
実
現
、
ま
た
は
一
部

実
現
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
議
会
機
能
の
充
実
強
化
を
理
論
的
に
提
唱
し
た
都
道
府
県
議
会
制
度
研
究
会
の
多
大
な
る

成
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
各
議
会
、
関
係
者
の
皆
様
の
ご
協
力
の
賜
物
で
あ
る
。

以
下
、
項
目
別
に
実
現
状
況
を
概
観
す
る
（
項
目
番
号
は
前
掲
の
一
七
項
目
の
改
革
提
言
に
対
応
）。

1　

議
会
の
自
主
性
・
自
立
性
確
保
と
権
限
強
化

①　

議
会
の
招
集
権
を
議
長
に
付
与
す
る
こ
と

⇒

　

平
成
二
四
年
法
改
正
（
政
府
提
出
）
で
一
部
実
現

○　

議
長
等
の
臨
時
会
の
招
集
請
求
に
対
し
て
長
が
招
集
し
な
い
と
き
は
、
議
長
が
臨
時
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
。（
法
第
一
〇
一
条
第
五
項
）
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○　

地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
つ
い
て
、
条
例
に
よ
り
、
定
例
会
・
臨
時
会
の
区
分
を
設
け
ず
、
通
年
の
会
期
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。（
法
第
一
〇
二
条
の
二
）

②　

閉
会
中
の
委
員
会
活
動
に
係
る
制
約
を
撤
廃
す
る
こ
と

⇒

　

平
成
二
四
年
法
改
正
（
政
府
提
出
）
で
趣
旨
実
現

○　

地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
つ
い
て
、
条
例
に
よ
り
、
定
例
会
・
臨
時
会
の
区
分
を
設
け
ず
、
通
年
の
会
期
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。（
法
第
一
〇
二
条
の
二
）

③　

議
会
の
内
部
機
関
の
設
置
を
自
由
化
す
る
こ
と

⇒

　

平
成
二
〇
年
法
改
正
（
議
員
立
法
）
で
実
現

○　

各
派
代
表
者
会
議
、
全
員
協
議
会
等
に
つ
い
て
、
議
会
は
、
会
議
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
協
議
又
は
調

整
を
行
う
た
め
の
場
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。（
法
第
一
〇
〇
条
第
一
二
項
）

④　

議
決
権
を
拡
大
す
る
こ
と

⇒

　

平
成
二
三
年
法
改
正
（
政
府
提
出
）
で
一
部
実
現

○　

法
定
受
託
事
務
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
も
、
条
例
で
議
会
の
議
決
事
件
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
。　
（
法
第
九
六
条
第
二
項
関
係
）

⑤　

調
査
権
・
監
視
権
を
強
化
す
る
こ
と

⇒

　

平
成
二
三
年
法
施
行
令
改
正
で
公
社
等
に
対
す
る
監
視
機
能
の
強
化
が
実
現

○　

長
の
調
査
権
の
対
象
と
な
る
法
人
等
及
び
長
が
議
会
に
経
営
状
況
の
報
告
を
要
す
る
対
象
と
な
る
法
人
等
の
範
囲

議会機能の充実に向けて
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を
拡
大
し
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
資
本
金
等
の
四
分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る
法
人
等
の
う
ち
、
条
例
で
定

め
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。（
施
行
令
第
一
五
二
条
）

⑥　

議
会
に
附
属
機
関
の
設
置
を
可
能
と
す
る
こ
と

⇒
　

平
成
一
八
年
法
改
正
（
政
府
提
出
）
で
運
用
に
よ
り
可
能
と
な
っ
た
。

○　

議
会
が
議
案
の
審
査
や
調
査
の
た
め
に
必
要
な
専
門
的
事
項
の
調
査
を
、
学
識
経
験
者
等
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
た
。（
法
第
一
〇
〇
条
の
二
）

⑦　

議
会
事
務
局
の
機
能
を
明
確
化
す
る
こ
と

⇒

　

平
成
一
八
年
法
改
正
（
政
府
提
出
）
で
実
現

○　

議
会
事
務
局
の
役
割
を
「
庶
務
」
か
ら
「
事
務
」
に
改
め
る
。（
法
第
一
三
八
条
第
七
項
）

⑪　

委
員
会
に
も
議
案
提
出
権
を
付
与
す
る
こ
と

⇒

　

平
成
一
八
年
法
改
正
（
政
府
提
出
）
で
実
現

○　

常
任
・
議
会
運
営
・
特
別
委
員
会
は
、
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
の
う
ち
そ
の
部
門
に
属
す
る
当
該
普
通
地
方
公

共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
も
の
に
つ
き
、
議
会
に
議
案
を
提
出
で
き
る
こ
と
と
す
る
。（
法
第
一
〇
九
条
第
六
項
）

⑫　

常
任
委
員
会
へ
の
議
員
の
所
属
制
限
を
撤
廃
す
る
こ
と

⇒

　

平
成
一
八
年
法
改
正
（
政
府
提
出
）
で
実
現

○　

議
員
の
常
任
委
員
会
所
属
に
つ
い
て
、「
一
箇
の
常
任
委
員
」
と
す
る
制
限
を
撤
廃
す
る
。（
法
旧
第
一
〇
九
条
第

二
項
（
現
在
は
条
例
に
委
任
））
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⑬　

議
長
に
よ
る
委
員
会
委
員
の
選
任
の
特
例
を
認
め
る
こ
と

⇒
　

平
成
一
八
年
・
二
四
年
法
改
正
（
政
府
提
出
）
で
実
現

［
一
八
年
改
正
］

○　

委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
、
閉
会
中
で
も
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議
長
が
指
名
し
て
選
任
で
き
る
こ
と
と

す
る
。（
法
旧
第
一
〇
九
条
第
三
項
（
現
在
は
条
例
に
委
任
））

［
二
四
年
改
正
］

○　

委
員
会
に
関
す
る
規
定
を
簡
素
化
し
、
委
員
の
選
任
方
法
、
在
任
期
間
等
に
つ
い
て
法
律
で
定
め
て
い
た
事
項

（
例
：
常
任
委
員
は
会
期
の
始
め
に
議
会
で
選
任
）
を
条
例
に
委
任
す
る
。

2　

議
会
と
首
長
と
の
関
係

⑭　

専
決
処
分
要
件
を
見
直
す
と
と
も
に
、
不
承
認
の
場
合
の
首
長
の
対
応
措
置
を
義
務
付
け
る
こ
と

⇒

　

平
成
一
八
年
・
二
四
年
法
改
正
（
政
府
提
出
）
で
実
現

［
一
八
年
改
正
］

○　

長
の
専
決
処
分
に
つ
い
て
、「
議
会
を
招
集
す
る
暇
が
な
い
と
認
め
る
と
き
」
を
「
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
に

つ
い
て
特
に
緊
急
を
要
す
る
た
め
議
会
を
招
集
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
」
に
改
め
、
緊
急
性
の
要
件
を
明
確
化
す
る
。（
法
第
一
七
九
条
第
一
項
）

［
二
四
年
改
正
］

○　

条
例
・
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て
議
会
が
不
承
認
と
し
た
と
き
は
、
長
は
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講
じ
、
議
会

議会機能の充実に向けて
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に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。（
法
第
一
七
九
条
第
四
項
）

⑯　

決
算
不
認
定
の
場
合
の
首
長
の
対
応
措
置
を
義
務
付
け
る
こ
と

⇒
　

平
成
二
九
年
法
改
正
（
政
府
提
出
）
で
実
現

○　

地
方
公
共
団
体
の
長
等
は
、
決
算
不
認
定
の
場
合
に
、
当
該
不
認
定
を
踏
ま
え
て
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講
じ
た

と
き
は
、
そ
の
内
容
を
議
会
等
に
報
告
・
公
表
す
る
。　
（
法
第
二
三
三
条
第
七
項
（
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
施

行
））

3　

議
員
の
位
置
付
け

⑰ 　

地
方
自
治
法
第
二
〇
三
条
か
ら
「
議
会
の
議
員
」
を
削
除
し
、
新
た
に
「
公
選
職
」
に
か
か
る
条
項
を
設
け
る
と
と
も
に
、

議
会
の
議
員
に
対
す
る
「
報
酬
」
を
「
歳
費
」
に
改
め
る
こ
と

⇒

　

平
成
二
〇
年
法
改
正
（
議
員
立
法
）
で
一
部
実
現

○　

議
員
の
報
酬
の
支
給
方
法
等
が
他
の
行
政
委
員
会
の
委
員
等
の
報
酬
の
支
給
方
法
等
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明

確
に
す
る
た
め
、
従
前
の
同
一
条
項
か
ら
議
員
の
報
酬
の
規
定
に
係
る
も
の
を
分
離
し
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、

名
称
を
「
議
員
報
酬
」
に
改
め
る
。（
法
第
二
〇
三
条
）

そ
の
後
、
本
会
は
、
改
め
て
地
方
議
会
の
機
能
強
化
の
た
め
に
残
さ
れ
て
い
る
課
題
を
整
理
し
た
上
で
、
平
成
二
二
年
一
月
二
一

日
開
催
の
第
一
三
五
回
定
例
総
会
に
お
い
て
、「
議
会
機
能
の
充
実
強
化
を
求
め
る
緊
急
要
請
」
を
決
定
し
、
地
方
政
府
に
お
け
る

立
法
府
に
ふ
さ
わ
し
い
地
方
議
会
の
法
的
権
限
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
地
方
議
会
議
員
の
責
務
の
明
確
化
及
び
活
動
基
盤
の
強
化
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を
要
請
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
、「
公
選
職
」
と
し
て
の
議
員
の
特
性
を
踏
ま
え
、
そ
の
責
務
を
法
律
上
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
議
員
の
活
動
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
、
議
員
報
酬
を
「
地
方
歳
費
」
又
は
「
議
員
年
俸
」
と
す
る
こ

と
、
さ
ら
に
調
査
研
究
に
特
化
さ
れ
て
い
る
政
務
調
査
費
制
度
を
見
直
し
、
政
策
立
案
、
議
員
活
動
の
説
明
等
を
加
え
、
幅
広
い
議

員
活
動
又
は
会
派
活
動
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
法
律
改
正
を
行
う
こ
と
を
要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
と
し
て
、
平
成
二
四
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
際
し
て
議
員
修
正
で
政
務
調
査
費
が
「
政
務
活
動
費
」
に
改
め
ら
れ
、

「
議
会
の
議
員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に
資
す
る
た
め
」
交
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
地
方
自
治
法
第
一
〇
〇
条
第
一
四
項

及
び
第
一
六
項
）。

政
務
活
動
費
を
め
ぐ
っ
て
は
不
正
受
給
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
法
改
正
に
当
た
っ
て
特
に
透
明
性
の
確
保
が
強
く
求
め

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
住
民
福
祉
向
上
の
た
め
の
経
費
で
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
、
適
正
使
用
に
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

㈢　

都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
に
関
す
る
公
職
選
挙
法
改
正
に
向
け
て
の
活
動

地
方
自
治
法
の
改
正
と
は
別
に
、
本
会
は
、「
公
職
選
挙
法
の
改
正
を
求
め
る
緊
急
要
請
」
を
第
一
三
四
回
定
例
総
会
に
お
い
て

平
成
二
一
年
一
〇
月
二
七
日
議
決
し
、
各
都
道
府
県
議
会
と
一
致
協
力
し
て
そ
の
実
現
を
求
め
て
要
請
活
動
を
展
開
し
た
。

本
緊
急
要
請
は
、
都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
設
定
が
公
職
選
挙
法
（
以
下
「
公
選
法
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
明
治
以
来
「
郡

市
の
区
域
に
よ
る
」
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
改
め
、
①
行
政
単
位
と
し
て
の
実
質
が
な
い
「
郡
」
で
は
な
く
、
市
（
区
）
町
村
と
い

う
単
位
と
す
る
こ
と
、
②
選
挙
区
の
設
定
に
つ
い
て
、
全
国
的
に
守
ら
れ
る
べ
き
ル
ー
ル
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
地
域
の
実
情
を

議会機能の充実に向けて
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踏
ま
え
、
条
例
で
自
主
的
に
選
挙
区
を
規
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
議
会
の
自
主
性
拡
大
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
改
正
の
実
現
は
、
当
時
の
金
子
万
寿
夫
会
長
（
鹿
児
島
県
議
会
議
長
、
現
衆
議
院
議
員
）
の
強
い
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

結
果
、
議
員
立
法
に
よ
り
公
選
法
改
正
案
が
、
平
成
二
四
年
八
月
に
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
、
第
一
八
五
回
臨
時
国
会
に
お
い
て
平

成
二
五
年
一
二
月
四
日
成
立
し
、
平
成
二
七
年
の
統
一
地
方
選
挙
か
ら
適
用
さ
れ
た
。

本
改
正
に
よ
り
、
一
定
の
ル
ー
ル
は
あ
る
も
の
の
、
選
挙
区
設
定
の
自
由
度
が
拡
大
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
人
口
が
減
少
す
る
な

か
、
選
挙
区
の
設
定
を
含
め
地
域
代
表
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

三　

都
道
府
県
議
会
議
員
研
究
交
流
大
会
の
開
催

以
上
、
地
方
自
治
法
改
正
等
、
本
会
の
要
請
活
動
と
そ
の
成
果
に
つ
い
て
紹
介
し
た
が
、
対
外
的
に
要
請
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

議
員
自
身
が
研
鑽
し
、
ま
た
お
互
い
に
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
も
議
会
の
機
能
強
化
の
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
。

本
会
は
、
平
成
一
三
年
か
ら
「
議
会
人
の
、
議
会
人
に
よ
る
、
議
会
人
の
た
め
の
研
究
集
会
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
「
都
道
府

県
議
会
議
員
研
究
交
流
大
会
」
を
開
催
し
、
今
回
で
一
七
回
目
を
迎
え
た
。

特
に
今
回
の
大
会
は
、
地
方
自
治
法
施
行
七
〇
周
年
記
念
と
銘
打
っ
て
、
基
調
講
演
を
憲
法
学
の
大
家
で
あ
る
大
石
眞　

京
都
大

学
名
誉
教
授
に
お
願
い
し
、
続
い
て
五
つ
の
分
科
会
に
分
か
れ
て
活
発
な
議
論
を
行
っ
た
。
分
科
会
は
、
学
識
経
験
者
を
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
と
し
、
議
員
二
名
が
パ
ネ
リ
ス
ト
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
や
事
例
を
報
告
し
、
そ
の
後
質
疑
を
行
う
が
、
ど
の
分
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科
会
も
時
間
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
熱
心
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。
今
回
も
全
体
の
参
加
議
員
は
四
六
七
名
に
及
び
、
毎
回
定
員
を
超
え
る
参

加
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

さ
ら
に
、
平
成
二
七
年
八
月
に
は
、
初
め
て
の
試
み
と
し
て
、
新
任
議
員
研
修
会
を
開
催
し
た
。
講
演
を
大
森
彌　

東
京
大
学
名

誉
教
授
と
内
貴
滋　

帝
京
大
学
教
授
に
お
願
い
し
、
議
員
と
し
て
の
心
構
え
に
つ
い
て
研
修
を
行
っ
た
。
こ
こ
に
も
三
六
七
名
の
議

員
が
参
加
し
、
熱
心
に
耳
を
傾
け
た
。

四　

お
わ
り
に

「
地
方
自
治
は
民
主
主
義
の
学
校
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
地
域
を
支
え
る
の
が
議
員
、
そ
し
て
議
会
の
使
命
で
あ
る
。

我
々
議
会
人
は
、
強
い
意
思
と
誇
り
を
も
っ
て
、
今
後
と
も
住
民
の
た
め
活
動
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
議
員
そ
し
て
議

会
が
与
え
ら
れ
た
使
命
に
従
い
本
来
の
機
能
を
発
揮
し
続
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
真
の
地
方
自
治
に
繋
が
る
と
信
じ
て
や
ま
な
い
。

今
、
地
方
を
巡
っ
て
は
、
地
方
創
生
・
人
口
減
少
対
策
や
地
方
財
政
基
盤
の
充
実
強
化
等
の
課
題
が
山
積
し
て
お
り
、
ま
た
、
地

方
議
会
に
お
け
る
多
様
な
人
材
確
保
の
観
点
か
ら
、
地
方
議
会
議
員
の
厚
生
年
金
加
入
な
ど
の
重
要
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

本
会
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
都
道
府
県
共
通
の
諸
課
題
の
解
決
、
さ
ら
に
は
、
地
方
自
治
の
発
展
や
地
方
議
会
の
さ
ら
な
る
充
実
強

化
に
向
け
て
そ
の
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
に
、
一
層
の
努
力
を
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
会
長
）

議会機能の充実に向けて
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